
 

令 和 ５ 年 度 
 

荒 川 区 予 算 
 

 

 

一 般 会 計 

国民健康保険事業特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

介護保険事業特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒 川 区 



 
 
 

目 次 
 
 

 

 

議案第 64 号  令和５年度荒川区一般会計予算 ·····························    3 

 

 

 

議案第 65 号  令和５年度荒川区国民健康保険事業 

        特別会計予算 ············································   15 

 

 

 

議案第 66 号  令和５年度荒川区後期高齢者医療 

        特別会計予算 ············································   21 

 

 

 

議案第 67 号  令和５年度荒川区介護保険事業 

        特別会計予算 ············································   27 

頁 



 
 
 

目 次 
 
 

 

 

議案第 64 号  令和５年度荒川区一般会計予算 ·····························    3 

 

 

 

議案第 65 号  令和５年度荒川区国民健康保険事業 

        特別会計予算 ············································   15 

 

 

 

議案第 66 号  令和５年度荒川区後期高齢者医療 

        特別会計予算 ············································   21 

 

 

 

議案第 67 号  令和５年度荒川区介護保険事業 

        特別会計予算 ············································   27 

頁 



 
 
 

目 次 
 
 

 

 

議案第 64 号  令和５年度荒川区一般会計予算 ·····························    3 

 

 

 

議案第 65 号  令和５年度荒川区国民健康保険事業 

        特別会計予算 ············································   15 

 

 

 

議案第 66 号  令和５年度荒川区後期高齢者医療 

        特別会計予算 ············································   21 

 

 

 

議案第 67 号  令和５年度荒川区介護保険事業 

        特別会計予算 ············································   27 

頁 



 

 
 

 

議  案  第  6 4  号 

 

令和５年度荒川区一般会計予算 

3



 
 
 

目 次 
 
 

 

 

議案第 64 号  令和５年度荒川区一般会計予算 ·····························    3 

 

 

 

議案第 65 号  令和５年度荒川区国民健康保険事業 

        特別会計予算 ············································   15 

 

 

 

議案第 66 号  令和５年度荒川区後期高齢者医療 

        特別会計予算 ············································   21 

 

 

 

議案第 67 号  令和５年度荒川区介護保険事業 

        特別会計予算 ············································   27 

頁 



令和５年度荒川区一般会計予算 

 

予 算 総 則 

 

令和５年度荒川区一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳 入 歳 出 予 算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ113,370,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

による。 

(債 務 負 担 行 為) 

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

(特 別 区 債) 

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる特別区債の起債の 

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 特別区債」による。 

(一 時 借 入 金) 

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

5,000,000千円と定める。 

(歳出予算の流用) 

第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る 

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 

 

令和５年２月15日提出 

 

荒 川 区 長 

西 川 太 一 郎 
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事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

特 別 区 債 の 元 利 金
支 払 事 務 等 の 取 扱

令和5年度～令和35年度 －

荒 川 区 土 地 開 発 公 社
に 対 す る 債 務 保 証

令和5年度～令和12年度

荒 川 区 土 地 開 発 公 社
か ら の 用 地 取 得 費

－

中 小 企 業 融 資 の 利 子 補 給 令和6年度～令和15年度 113,791

住 宅 資 金 融 資 の 利 子 補 給 令和6年度～令和20年度 25,921

町 会 事 務 所 建 設 費 等
利 子 相 当 額 の 助 成

令和6年度～令和14年度 8,910

創 業 に 伴 う 事 務 所 等
賃 料 助 成

令和6年度～令和7年度 6,600

ビ ジ ネ ス プ ラ ン コ ン テ ス ト
入 賞 者 の 起 業 に 係 る
事 務 所 等 賃 料 補 助

令和6年度～令和8年度 4,200

フ ァ イ ル 暗 号 化 シ ス テ ム 令和6年度～令和10年度 28,655

情 報 系 フ ァ イ ル サ ー バ 令和6年度～令和10年度 14,725

外 部 接 続 シ ス テ ム 令和6年度～令和10年度 263,804

滞 納 整 理 支 援 シ ス テ ム 令和6年度～令和7年度 13,310

第　2　表　　債　務　負　担　行　為

荒川区土地開発公社が金融機関から借り入
れる事業資金６４億円および利子相当額

荒川区が荒川区土地開発公
社から取得する用地費

10



事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

児 童 相 談 所 シ ス テ ム 令和6年度 1,056

通 話 音 声 分 析 ・
モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム

令和6年度～令和10年度 87,450

あ ら か わ 区 報 ・
あ ら か わ 区 報 Jr.
制 作 委 託

令和5年度～令和6年度 29,287

税 業 務 シ ス テ ム
に 係 る 印 刷 ・ 印 字 ・
封 入 封 緘 業 務 委 託

令和6年度～令和7年度 39,417

課 税 業 務 シ ス テ ム
に 係 る デ ー タ エ ン ト リ
業 務 委 託

令和6年度 356

（仮）荒川区子ども計画策定の
た め の ニ ー ズ 調 査 お よ び
策 定 支 援 業 務 委 託

令和6年度 12,628

釣 銭 ・ 売 上 金 警 備
輸 送 等 業 務 委 託

令和6年度～令和9年度 8,608

特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 令和6年度 55

創 業 支 援 施 設 卒 業 生 の
事 務 所 等 開 設 に 伴 う
賃 料 助 成

令和6年度～令和8年度 12,250

荒 川 区 民 会 館
ホ ー ル 舞 台 機 構 修 繕

令和5年度～令和6年度 77,000

荒 川 区 民 会 館
動 力 盤 等 改 修 工 事

令和6年度 19,592

日 暮 里 サ ニ ー ホ ー ル
改 修 工 事

令和6年度 89,167

11



事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

心身障害者福祉センタ ーの
児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 化
に 伴 う 改 修 工 事

令和6年度 80,887

第 二 東 日 暮 里 保 育 園
大 規 模 改 修 工 事

令和6年度 229,904

道 路 改 修 工 事 令和6年度 29,869

南 千 住 第 二 中 学 校
昇 降 機 設 備 改 修 工 事

令和6年度 21,992

指 定 管 理 者 制 度 の 運 用 令和6年度～令和9年度 7,963,446

備 品 賃 貸 借 令和5年度～令和11年度 169,389

特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 平成32年度 86

荒川区ホームページの管理 平成31年度～平成37年度 92,556

災 害 時 情 報 シ ス テ ム 平成31年度～平成32年度 93,500

12



起 債 の 目 的 限　度　額

千円

保 育 園 整 備 306,000

学 童 保 育 施 設 整 備 89,000

学校教育施設等整備 491,000

合　　　　計 886,000

第　3　表　　特　　別　　区　　債

証券発行又は証書借入の方法により政
府その他より起債する。
証券発行の場合における発行価格は、

額面100円につき98円以上とする。
なお、証券発行の場合において発行価

格が額面金額を下回るときは、それぞれ
の発行価格差減額をうめるために必要な
金額を左欄の限度額に加算した金額を限
度額とする。

起債の方法

利 率

年 7.0％以内
（ただし、利率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共団体金融機構資
金について、利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の利率）

償還の方法

起債のときから据置期間を含め、30年
以内に元利均等額又は元金均等額の方法
等により償還する。ただし、融通条件又
は財政の都合その他によっては繰上償還
をすることができる。

そ の 他

金融事情その他の都合により、起債額
の全部又はその一部を翌年度に繰延起債
することもある。

13



事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

後 期 高 齢 者 医 療
シ ス テ ム

令和6年度～令和7年度 43,582

第　2　表　　債　務　負　担　行　為



 

 
 

 

議  案  第  6 5  号 

 

令 和 ５ 年 度 荒 川 区 

国民健康保険事業特別会計予算 

15



 

 
 

 

議  案  第  6 5  号 

 

令 和 ５ 年 度 荒 川 区 

国民健康保険事業特別会計予算 



令和５年度荒川区国民健康保険事業特別会計予算 

 

予 算 総 則 

 

令和５年度荒川区国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳 入 歳 出 予 算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,499,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

による。 

(債 務 負 担 行 為) 

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

(一 時 借 入 金) 

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

1,000,000千円と定める。 

(歳出予算の流用) 

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 

 

 

 

 

令和５年２月15日提出 

 

荒 川 区 長 

西 川 太 一 郎 
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事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 令和6年度 786

国 民 健 康 保 険
シ ス テ ム

令和6年度～令和7年度 157,700

第　2　表　　債　務　負　担　行　為

20



 

 
 

 

議  案  第  6 6  号 

 

令 和 ５ 年 度 荒 川 区 

後期高齢者医療特別会計予算 
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議  案  第  6 5  号 

 

令 和 ５ 年 度 荒 川 区 

国民健康保険事業特別会計予算 



令和５年度荒川区後期高齢者医療特別会計予算 

 

予 算 総 則 

 

令和５年度荒川区後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳 入 歳 出 予 算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,516,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

による。 

(債 務 負 担 行 為) 

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月15日提出 

 

荒 川 区 長 

西 川 太 一 郎 
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事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

後 期 高 齢 者 医 療
シ ス テ ム

令和6年度～令和7年度 43,582

第　2　表　　債　務　負　担　行　為
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議  案  第  6 7  号 

 

令 和 ５ 年 度 荒 川 区 

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 

27



 

 
 

 

議  案  第  6 5  号 

 

令 和 ５ 年 度 荒 川 区 

国民健康保険事業特別会計予算 



令和５年度荒川区介護保険事業特別会計予算 

 

予 算 総 則 

 

令和５年度荒川区介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳 入 歳 出 予 算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,145,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

による。 

(一 時 借 入 金) 

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

1,000,000千円と定める。 

(歳出予算の流用) 

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生 

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月15日提出 

 

荒 川 区 長 

西 川 太 一 郎 
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議  案  第  6 5  号 

 

令 和 ５ 年 度 荒 川 区 

国民健康保険事業特別会計予算 



 

 
 

 

議  案  第  6 5  号 

 

令 和 ５ 年 度 荒 川 区 

国民健康保険事業特別会計予算 
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